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第１章　プロジェクト形成調査の概要

１－１　背景と目的

　アゼルバイジャン共和国（以下、「アゼルバイジャン」と記す）・グルジアは共に中央アジアに

位置する農業国である。これら両国への JICAのこれまでの協力は、無償資金協力では食糧増産

援助が、技術協力では研修員の受入れが中心であった。加えて、部分的な技術協力としてアゼル

バイジャンへはODAアドバイザー１名が派遣中であり、グルジアへも2002年まで１名の農業政

策アドバイザーが派遣された。しかし地理的に遠隔地にあることに加えて、日本においては両国

の情報が少ないため、いまだ本格的な技術協力へは至っていない。日本国政府は両国との政策協

議において「最大セクターである農業については、食糧増産援助等にて引き続き支援していく」

ことを伝えたことから、本格的技術協力の開始の前提条件を整えるべく、JICAはプロジェクト形

成調査の実施を決定した。

　本調査の目的は、アゼルバイジャン・グルジアの両国における農業セクターの調査を実施し、

現状及び課題を確認するとともに、今後の具体的プロジェクト実施に関して提言を行うことであ

る。

　両国の農業に関する詳細情報が少ないことから、本調査では現状と課題の確認に重点を置いて

行うこととし、以下の活動が指示された。

（1）技術協力の実施提言に必要な農業情報・データを収集する。

（2）収集データを分析して協力方向を示唆する。

（3）可能ならば前述の協力方向のなかで複数のプログラム／プロジェクトの提言と今後の実施

スケジュールを提言する。

１－２　調査方法と調査団構成

１－２－１　調査方法

　調査は以下の３段階で実施する。そのうち本現地調査報告段階では、第３段階の当該国政府

関係者から収集した意見までを実施した。

（1）必要なデータ・情報の収集

　「開発問題に対するアプローチ〈農業開発・農村開発〉」（国際協力総合研修所発行）から

調査項目として計 143 項目（「３－２」項参照）を摘出し、あらかじめ日本で収集できる

ものはデータ・情報を収集し、収集できなかった項目については質問状調査を実施した。

そのうえで、更に現地調査を実施した。現地調査の実施要領は以下のとおりである。

①　農家調査：目的は、農家を訪問して質問状調査で相手国政府から収集した情報を確

認することである。

②　食糧増産援助（2KR）現場調査：目的は、過去に実施した協力事業を視察すること

で持続性の確保がどの程度期待できるかを確認すること、及び過去の協力事業の周辺

で実施できる技術協力案件の検討である。

③　灌漑研究所と施設の訪問：目的は、自らの専門分野の事例から当該国の技術水準を

知ることである。
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（2）収集したデータ・情報の分析と協力方法の案出

　収集データ・情報から当該国が問題としている事項を摘出し、それを「開発問題に対す

るアプローチ〈農業開発・農村開発〉」と照合して各協力課題で日本が実施した協力方法を

参照し、それらを現地調査から得られた実態と合わせて検討して適当と思われる協力方法

を摘出する。それら各課題で摘出した協力方法を当該国政府の開発計画と現地で得られた

制約条件を基に絞り込んで現地案を作成する。

（3）関係者の意見を基に最終提言の作成

　現地案を当該国政府関係者に示して意見を収集する。更に現地の日本大使館及びアドバ

イザー専門家に現地案を示して意見を求める。最後に、これら意見を考慮して検討し、最

終提言をまとめる。

１－２－２　調査団構成

１－３　調査項目・主要面談者と調査日程

　次項以降に調査項目と主要面談者リストを、表－１に調査日程を示す。

１－３－１　調査項目

　以下に調査項目を示す。なお、「０」と「９」番号の項目は日本の資料若しくは日本の関係

者から収集できる項目であり、相手国側から収集したのは項目番号１～８についてである。ま

た、項目の最後に括弧で示す数値は「開発問題に対するアプローチ〈農業開発・農村開発〉」

と照合するための項目番号である。

０．概　要

０．１．自然条件

　　位　置

　　国土面積

　　気　候

　　雨　量

０．２．社会条件

　　歴　史

　　民　族

　　人　口

０．３．経済条件

　　１人当たりの国民総所得（GNI）

　　国民総生産（GDP）

No. Name Job title Occupation Period(arr.- dep.)

１ Study Team

KANAMORI Hideyuki

金森　秀行

Team Leader

団　長

JICA Senior Advisor

国際協力機構専門員

3/Oct-3/Nov
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　　対 GDP 農林水産業比率

　　農業生産セクター生産額（％）

　　農業セクター成長率（％）

０．４．貧困関連

　　人間開発指数（HDI）とランク

　　貧困層比率購買力平価による１日１ドル以下の収入家計の比率

１．農業の基礎データ

（1）国土面積の内訳〔森林面積、農地面積（うち耕地面積）、湖沼面積など地目別面積〕

（2）土壌条件

（3）水利条件（主要河川の概要と水量）

（4）農業労働人口と総労働人口に対する割合

（5）農家数・企業農家（大規模農家）数及びその経営規模と生産に占める個人農家と企業農

家（大規模農家）の割合

（6）主な作物と最近５年間の栽培面積、生産量及び単位面積当たり収量の推移

（7）穀物自給率

（8）主な家畜と最近５年間の飼養頭数と生産量の推移

（9）主な農業機械と 1,000ha 当たりの保有台数

（10）水産業と林業の最近５年間の生産量の推移を示すデータ

２．持続可能な農業生産と営農（１）に係る情報

（11）農業生産の概要（地域の特色、生産構造、技術的特徴と問題点など）

（12）営農状況

２．１．マクロレベルでの農業政策立案・実施能力の向上（１－１）

国家レベル

（13）経済及び国家開発計画の概要とそのなかの農業開発計画の位置づけ

（14）農業省の組織図

（15）最近５年間の農業予算の推移

（16）農地所有制度

（17）農産物流通システム

（18）農産物貿易の管理体制

（19）全国農業統計・情報整備の状況

（20）行政官の人材育成

地方レベル

（21）地方農業制度

（22）農業に関するNGOの活動状況

２．２．農業生産の拡大と生産性の向上（１－２）

２．２．１．種子の安定供給（１－２－５－２）

（23）優良種子の増殖・配布体制の状況

（24）高収量種子の普及促進方法
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（25）自家採取技術の改善支援の有無と方法

２．２．２．肥料の安定供給・適正利用（１－２－５－４）

（26）肥料使用の現状

（27）最近５年間の総肥料消費量の推移

（28）施肥基準の有無と内容

（29）肥料の品質評価と登録制度の有無と状況

（30）土壌診断・肥料選定・評価試験能力の状況

（31）輸入肥料のリストと最近５年間の年別輸入量

（32）国内生産肥料のリストと最近５年間の総生産量

（33）農家の堆肥使用状況

２．２．３．農薬の適切な利用（１－２－５－３）

（34）最近５年間の農薬使用量の推移

（35）農薬の食品への残留基準及び農薬使用基準の有無と内容

（36）化学農薬の代替技術の開発・普及状況

（37）モニタリング体制と情報広報体制

２．２．４．農業機械・農機具（１－２－５－１）

（38）農業機械・農機具使用の現状

（39）農業機械の賃貸システムの有無と状況

（40）農業機械・機具の国内生産メーカーの名称と資本金及び従業員数

２．２．５．ポストハーベスト（１－２－２－４）

（41）穀物の脱穀・乾燥・精米・生鮮食料品の品質と鮮度保持・農産物の貯蔵及び

加工・選別・包装の現状

（42）品質基準策定状況

（43）安全検査体制の状況

２．３．生産基盤の整備と維持管理（１－２－１）

２．３．１．農地の開発整備（１－２－１－１）

（44）農地の開発・改良に係る事業の実施状況

２．３．２．農地の保全（１－２－１－２）

（45）土壌浸食被害状況及び保全への取り組み

（46）土壌劣化／汚染問題の状況

（47）洪水による農地破壊の状況

２．３．３．灌漑・排水施設の整備（１－２－１－３）

（48）灌漑施設の現状

（49）既存灌漑施設の老朽化状況と対策の状況

（50）灌漑施設の規模と内容

（51）灌漑施設の管理体制

２．３．４．水利組合の育成（１－２－１－４）

（52）水利組合に関する法律の有無と内容

（53）既存の水利組合の整備状況と活動状況
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２．４．畜産関連

（58）畜産の現状

２．４．１．畜産資材の安定供給（１－２－５－５）

（59）家畜飼料の状況（自家生産・自家配合しているか、飼料購入の状況）

（60）予防接種や人工授精などの家畜の衛生・繁殖に関するサービス提供の有無と

状況

（61）畜舎・牧場施設・草地造成の資材の調達状況（どのような資材を購入して

いるか）

２．４．２．生産基盤の改善（１－２－１－５）

（62）飼料生産基盤（草地）の総面積と畜産農家１戸当たりの面積

（63）畜舎・サイロなど生産関連施設の整備状況

２．５．農業普及の強化（１－２－３）

（64）農業普及体制

（65）地方の農業普及センターの数

（66）農家を直接指導する普及員の数

（67）主な普及方法（展示圃設置・マニュアル整備・普及資材の整備・ワークショッ

プ）の内容と実施数（展示圃設置数・マニュアル整備数・普及資材の整備数・ワー

クショップの年間開催数）

（68）普及員の研修方法

（69）普及を担当するNGOの種類と数と活動内容

２．６．農家経営の改善（１－２－４）

（70）標準的個人農家の経営形態と企業農家の経営形態

（71）政府の助成制度の内容

（72）価格保障制度の有無と内容

（73）農業金融の状況

（74）農民の組織化（協同組合・水利組合・出荷組合などの結成）の有無と状況

２．７．環境配慮の向上（１－４）

２．７．１．農業から排出される廃棄物の処理と有効利用（１－４－１）

（75）環境基準の有無と内容

（76）農家から排出される廃棄物（家畜糞尿、廃ビニール・プラスチック）の処理

と有効利用の状況

２．７．２．肥料・農薬等による環境負荷の低減（１－４－２）

（77） 適正な土壌管理・生物的防除法・物理的防除法・輪作などの耕種敵防除法な

どの環境負荷低減策の有無と実施状況

２．７．３．多面的機能の維持・発現（１－４－３）

（78）農業による景観保護などの多面的機能に関する対策の有無と内容

２．７．４．環境教育の充実（１－４－４）

（79）農民へ環境の知識・情報を与える環境教育の有無と内容
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３．教育研究

３．１．試験研究・技術開発の強化（１－２－２）

３．１．１．試験研究機関の強化（１－２－２－１）

（80）農業関連試験研究予算の最近５年間の推移

（81）農業関連試験研究の組織体制

（82）農業関連試験研究機関の種類と数及び従事している研究者数

３．１．２．生産技術の改善（１－２－２－２）

（83）品種改良：品種改良に係る試験研究機関名と最近５年間に開発した品種

のリスト

（84）栽培技術の改善：播種・育苗・栽培密度・剪定・摘果・肥培管理・病虫害

防除・雑草防除・作付け体系に係る技術開発機関名と最近５年間の開発技術の

リスト

（85）農業機械・機具の改善：農業機械・機具に関する技術開発機関名と最近

５年間の開発技術のリスト

（86）灌漑排水技術の改善：灌漑排水技術に関する技術開発機関名と最近５年

間の開発技術のリスト

（87）農地の保全：農地保全技術に関する技術開発機関名と最近５年間の開発

技術のリスト

３．１．３．植物遺伝資源の保全（１－２－２－３）

（88）植物遺伝資源の探索・収集・保存・評価・データ管理・配布に関する体制と

実施機関名及び保存遺伝資源の数

３．１．４．ポストハーベスト技術の向上（１－２－２－４）

（89）穀物の脱穀・乾燥・精米・生鮮食料品の品質と鮮度保持・農産物の貯蔵及び

加工・選別・包装の技術に関する技術開発機関名と最近５年間の開発技術リス

ト

３．１．５．畜産技術の開発（１－２－２－５）

（90）伝染病対策としての家畜衛生技術（ワクチン等）の開発整備に関する機関名

（91）最近５年間の開発ワクチンのリスト

（92）繁殖・人工授精・飼養管理・飼料生産・育種改良に関する技術開発機関名と

最近５年間の開発技術リスト

３．２．農業関連高等教育

３．２．１．農業関連高等教育の基礎（１－５）

（93）教育制度の概要（小学校・中学校・高校・大学は各何年で進学するかなど）

（94）最近５年間の農業関連高等教育機関への予算支出額と全教育予算に占め

る割合

（95）農業関連高等教育機関の担当省庁

（96）農業関連高等教育機関の名称と各機関の生徒数（学部・修士コース・博士

コース別）

３．２．２．教育活動の改善（１－５－１）

（97）教育システム（単位制度か、２学期制か３学期制かなど）
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（98）高等教育機関基準認定制度の有無と内容

３．２．３．研究機能の強化（１－５－２）

（99）農業に関する学会のリスト

（100） 定期発行されている学会誌のリスト

（101）研究論文数が大学での職位に反映される制度の内容

３．２．４．マネジメントの改善（１－５－３）

（102）学長など教官の任命制度と認定基準（博士号取得が条件かなど）

（103）国家予算以外の収入の有無、内容と全収入に占める割合

３．２．５．関連機関や地方・地域との連携強化（１－５－４）

（104）実用的教育・研究を実施する方策の有無と内容

（105）先進国の農業大学・学部や国際研究機関との連携の有無と内容

（106）地方農業高校などとの連携の有無と内容

（107）卒業生の就職状況と就職支援策

３．２．６．普及拠点としての機能強化（１－５－５）

（108）農業関連高等教育の普及活動の有無と内容

４．輸出促進策の強化（１－３）

４．１．輸出政策立案能力の向上（１－３－１）

（109）輸出入に占める農業セクターの割合

（110）輸出促進策の概要

４．２．輸出制度・体制の整備（１－３－２）

（111）輸出促進のための法・制度・規制の整備状況

（112）輸出先や輸出品目多角化策の有無と内容

（113）輸出振興機構など輸出促進のための特別組織の有無と内容

（114）主要輸出農産品に関する基金運営強化策の有無と内容

４．３．輸出競争力の強化（１－３－３）

（115）認可基準・標準の整備状況

（116）品質管理方法

４．４．国際市場マーケティング能力の向上（１－３－４）

（117）公的貿易機関の強化策の有無と内容

（118）国際マーケット情報や輸出先国の貿易制度・手続き・商習慣などの情報提供な

どの民間サポートの有無と内容

（119）国際市場の重要動向や価格情報を入手する体制の有無と内容

（120）農産物製品開発や加工法訓練等の零細企業の輸出競争力強化策の有無と内容

５．安定した食糧供給（２）

５．１．食糧需給政策の策定（２－１）

（121）食糧自給の状況

（122）食糧需給政策の有無と内容
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５．２．食糧流通機能の整備（２－２）

（121）食糧流通システムの概要（集荷場はあるのか、仲買が直接買い付けるのか、国

の流通機構があるのか）

（122）食糧流通システム改善政策の有無と内容

（123）需給アンバランスのための備蓄体制の有無と内容

５．３．輸入体制の整備（２－３）

（124）国内農業開発と整合性のある輸入を行うための制度の有無と概要

（125）輸入農畜産物の検疫・防疫体制の内容

５．４．援助食糧の適正な利用（２－４）

（126）食糧援助若しくは食糧増産援助を受けている場合、その分配の決定と分配ルー

ト・手段

６．活力ある農村の振興（３）

６．１．農村振興関連政策の推進（３－１）

（127）地方分権化の実施状況（歴史、法整備状況など）

（128）地方分権化実施の場合の農村振興関連政策の有無と概要

６．２．農外所得の向上（３－２）

（129）農村における農外所得の割合と内容

６．３．農産加工業の振興（３－３）

（130） 農産加工業の種類、規模及び工場の数と分布

６．４．農村インフラの整備（３－４）

（131） 農村におけるインフラ（道路、公共交通、サービス、水道、電力、電話、郵便、

保健所、集会所、生活廃棄物処理施設など）整備の遅れの有無と内容

６．５．農村環境の保全（３－５）

（132） 農村における環境問題の有無と内容

６．６．生活改善の推進（３－６）

（133） 農村における栄養改善・健康保健事業など生活改善事業制度の有無と内容

６．７．村落共同体活動の推進（３－７）

（134） 村落における（森林の共同保全管理や灌漑施設共同管理など）伝統的相互扶助

制度の有無と内容

（135） 村落共同体におけるジェンダー配慮の内容

６．８．住民の保健水準の向上（３－８）

（136）農村における住民保健サービスの内容

６．９．住民の教育水準の向上（３－９）

（137）農村における教育事情（小学校・中学校があるか、高校まであるか）

７．その他の産業

７．１．水産業の状況

（138）水産業の国家経済に占める割合

（139）漁業に従事する人数と１戸当たりの保有する船の規模と台数
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７．２．林業の状況（４－２）

（140）林業の国家経済に占める割合

（141）林業に従事する人数

８．当該国の協力要請の実施体制と第三国援助の実態

８．１．協力要請の実施

（142）担当省庁と原課から要請が出されるプロセスと要請優先順位の決定方法

８．２．農業関係の第三国援助実績

（143）最近５年間の農業関係の第三国援助実績と特徴

９．日本の援助実績と日本の援助方針／国別事業実施計画における農業開発の位置づけと援

助実施にあたっての留意事項

９．１．日本の援助実績

９．２．協力実施の留意事項

本調査の実施を通じて知見した次項及び大使館・専門家などから聴取した留意事項

１－３－２　主要面談者名簿と調査日程

（1）在アゼルバイジャン日本国大使館

藤原　捻由　　　　　　大　使

松山　豊司　　　　　　公使参事官

原田　和哉　　　　　　一等書記官

（2）JICA

岡崎　俊夫　　　　　　専門家（アゼルバイジャン）

ピピア・ギオルギー　　グルジアの JICA 現地スタッフ

（3）アゼルバイジャン

Mr. Jahan J Mamedov, Deputy Minister of Ministry of Agriculture

Mr. Rafil Huseynov, Department Head of Program and Project Assessment Sector

Mr. Elkhan Mahmudov, The Senior Officer of the Program and Project Assessment Sector

1） カウンターパート

Mr. Rashid Jafarov, Department Head of Technical Progress and Agricultural Services

Department

Mr. Nadim G. Kaxibekov, First Deputy Chairman of the Committee of Melioration and

Water Farm of Azerbaijan Republic

Mr. Faradjov Chingiz, The head of Animal Breeding and Pasture Department

Prof. Ramiz K. Safarov, Chief Veterinary Officer, The Main State Veterinary Inspector

Mr. CaAbir Benn Orrbi Canaxob, Head of Agriculture Economic Research Institute

Mr. Islam Ibrahimov, Head of Agrarian Reform and Entrepreneurship Development
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Department

Mr. Memmed B. Heziyev, Head of Land Use Melioration and Environmental Protection

Department

Mr. Fikret Veliyev, Deputy Chief of Land Use Controlling, Melioration and Environment

Protection Department（10 月 11 ～ 12 日の案内）

Mr. Khalid Kerimov, Deputy Head of Technical Progress and Agriservice Department

Mr. Imran Hajiyev, Chief of Prognosis Unit of Department of Economics and Programs

Mr. Galib Hajizade, Chief of Consultant of the Marketing Unit of Department of Economics

and Programs

Mr. Naib Avinov, Deputy Director of Genetical Resources, Institute of the Academy of

Science

Mr. Mammed Asadov, Science, Projects and expertise Department of Irrigation Committee

（10 月８日の案内）

2） 現地調査

（10 月８日）

Mr. Mamedov Rafi Habib, General Director of Azerbaijan Scientific-Researches Institute

of Engineering and Melioration

Mr. Mehebbet Musayev, The Chief of Samur-Adsheron Canal System

（10 月 11 日）

Mr. Mustafayev Mustafa, Ganja Regional Agricultural Director of MoA

Mr. Salin Shahin, Executive Power Head（大統領が任命する県知事）of Samukh Region

Mr. Abbasov Mehrali, Director of Ganja Regional Agrarian Science Center

Mr. Khalid Gurbanov, Deputy Director of Ganja Agricultural Academy

（10 月 12 日）

Mr. Huseyn Aliyev, Head of State Seed-growing Enterprise

Mr. Novruz Novruzov, Executive Power Head（大統領が任命する県知事）of Goranboy

District

Mr. Afig Iskandarv, Farmer in Goranboy District

Mr. Faig Babeyle, 2KR Combine leasing enterprise manager in Yevlakh District

Mr. Nadir Hesonov, Controlling Officer（農業省から県庁舎に派遣されている 2KR 担

当職員）

（4）グルジア

1） 農業省

Mr. Nugzar Sarjveladze, Deputy-Minister of Ministry of Agriculture

Mr. Omar Maisuradze, Head of Relations with EU and Donor Countries（カウンターパート）

Mr. Kakha Mukhguhi, Staff of Relations with EU and Donor Countries（カウンターパート）

Mr. Roman Kakulia, Head of Department of External Relations

Mr. Iakobidze Dauit, Head of the Department of Fishery
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Mr. Akaki Komakhidze, Director of Georgian Marine Ecology and Fisheries Research

Institute and Black Sea Regional Activity Center for Biodiversity Conservation

Mr. Zurab Kajaia, Chairman of Department of Amelioration Scheme Management

Mr. Tengiz Chikuaidze, Advisor of the Head of Department of Amelioration Scheme

Management

Mr. Anzor Gigeri, Head of the Machinery Division of Department of Amelioration Scheme

Management

Mr. Givi Metreveli: Head of the Reform and Strategy of Department of Amelioration Scheme

Management

Mr. Eduard Lekiashvili, Head of the Department “SAMTRESTI”, Association of George

Wine and Grape Producers

Mr. Omar Kacharava, Head of the Department of Food and Processing Industry

Mr. Tamazi Kunchulia, Head of the Financial Economical Department

Mr. Shota Kikalishvili, Division Head of Strategy Development and Analysis

Mr. Tengiz Svanidze, General Director of“Georgian Tea”Joint Stock Company

Mr. Pmaz Pautuskhava, President of Administration Committee

Mr. Nodar Khokhashvili, Deputy Head of Department of Agricultural Development

Mr. Tamaz Imedadze, Head of Administration of Research, Extension and Consulting,

Member of the Presidium of Academy of Science, Candidate of Economic Sciences

2） 国際機関

Mr. Constantine Mgeladze, Project Technical Manager of the World Bank Financial Irrigation

& Drainage Community Development Project, Project Technical Unit

3） 現地調査

（10月 22 日）

Mr. Tsotne E. Mirtskhoulava, Director of Research Institute of Water Management and

Engineering Ecology of Georgian Academy of Sciences

（10 月 23 日）

Mr. Yuza Chankvetadze, Deputy Head of Department of Amelioration Scheme Management

Mr. Papun Zgeuti, Division Head of Water Management of Department of Amelioration

Scheme Management

Mr. Korneli Darsavelidze, Deputy Division Head of Water Management of Department of

Amelioration Scheme Management

（10 月 25 日）

Mr. Gia Kaikhosroshivili, Deputy Head of Department of Agro-Engineering

Mr. Dimitry Godabrelidze, Division Head of Agriculture Division, Maroneuli District

Mr. Nikoloz Abesadze, 2KR トラクターを受領した農家

（10月 26 日）

Mr. Teimuraz Chelidze, Chief of Food Products Expertise and Monitoring Service Division
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（10 月 27 日）

Mr. Iosif Oqruashvili, President of Munuli-96 Ltd（2KR の企業農家）in Kakheti Region

Mr. Kote Ellrdashivili, Farmer in Kakheti Region（2KR の農家）

表－１　調査日程

日順 月日（曜） 活動内容

１ 10／３（日） 移動　13:05 成田（BA008）→ 17:15 London

２ 10 ／４（月） 移動 14:00 London（BA6617）→ 23:30（Baku）

３ 10 ／５（火） 在アゼルバイジャン日本大使館表敬、相手国関係機関表敬と打合せ

４ 10／６（水） 現地調査（灌漑研究機関と施設視察）

５ 10／７（木） 現地調査（食糧増産援助視察）

６ 10／８（金） 現地調査（農家と圃場の視察）

７ 10／９（土） 資料整理（質問状の分析）

８ 10 ／ 10（日）資料整理（質問状の分析）

９ 10 ／ 11（月）質問状補完調査

10 10 ／ 12（火）質問状補完調査

11 10 ／ 13（水）調査結果の分析とまとめ

12 10 ／ 14（木）相手国へプレゼンテーション

13 10 ／ 15（金）補完調査（予備日）

14 10 ／ 16（土）資料整理（質問状の分析）

15 10 ／ 17（日）移動　7:50 Baku（J2-223）→ 8:50 Tbilisi

16 10 ／ 18（月）相手国表敬と打合せ

17 10 ／ 19（火）現地調査（灌漑研究機関と施設視察）

18 10 ／ 20（水）現地調査（食糧増産援助視察）

19 10 ／ 21（木）現地調査（農家と圃場の視察）

20 10 ／ 22（金）質問状補完調査

21 10 ／ 23（土）資料整理（質問状の分析）

22 10 ／ 24（日）資料整理（質問状の分析）

23 10 ／ 25（月）質問状補完調査

24 10 ／ 26（火）質問状補完調査

25 10 ／ 27（水）調査結果の分析とまとめ

26 10 ／ 28（木）相手国へプレゼンテーション

27 10 ／ 29（金）補完調査（予備日）

28 10 ／ 30（土）移動　16:30 Tbilisi（J2-224）→ 18:30 Baku

29 10 ／ 31（日）資料整理

30 11 ／１（月） 在アゼルバイジャン日本大使館報告

31 11 ／２（火） 移動　12:05 Baku（BA6618）→ 14:15 London 着

　　　19:00 London 発（JL402）→（機内泊）

32 11 ／３（水） 移動　→ 15:50 成田着



－ 13 －

第２章　アゼルバイジャン共和国

２－１　農業及び農業政策の現状と協力留意事項

２－１－１　農業及び農業政策の現状

　質問状調査で計 143 項目の質問のうち 129項目（90％）で回答を得た。更に計３日間の現地

調査を実施した。農業省からは１名の英語のできるカウンターパートが配置され、JICA雇用の

現地コンサルタント１名とともに質問状調査と現地調査及び報告会開催を10月５日から15日

まで 11 日間にわたり実施した。その間に農業省の６部・２研究所・１地域事務所・２農家を

訪問して 26 人に直接面談した。その結果としてアゼルバイジャンの農業政策と実態について

以下の観測をもった。

（1）農業生産

　統計資料によると、農業生産額はここ３年間で少しずつ増加し 2003 年には６兆 8,326 億

manat（約13億9,440万ドル）に至っている。主要作物の生産量は、データが得られた1990年

と 2001 年を比較すると、小麦・ジャガイモ・野菜はいずれも増えている。自給率につい

て 2001 年のデータでは、小麦の自給率は 74％・ジャガイモ 91％と自給に至っていない。

トウモロコシ・野菜は自給している。畜産について、牛・ヤギとヒツジは最近10年間で増

産しているが、ニワトリとブタは減少している。同期間の肉・卵の生産は減少している。

自給率は 2001 年のデータによると、肉 89％・鶏肉 48％・牛乳 85％と自給に至っていな

い。これら状況をグルジアと比較すると自給状況は良好である。輸出入については、2002年

は 2,750 万ドルの赤字、2003 年は 3,290 万ドルの赤字である。

（2）農業政策

　アゼルバイジャンは、一部に灌漑施設の民営化などの部分が検討中の課題として残って

いるが、農業の私有化は制度的にはほぼ終わっている。しかし実態は移行期であり、農業・

農村の実態は定まっていない。それに対する政府の政策方針は漸進的な“Entrepreneurship

Development”（企業家精神の開発）である。農地や機械は私有化したが、政府の地域事務

所・地方の研究所・種子生産国営企業・灌漑管理などによる農民支援組織は存続しつつ、

直接の補助は農民に供与せずに金融支援や法整備による企業的農家及び農業関係組織の設

立及び資本投資の高揚を図っている。

　なお、灌漑管理について、末端施設の管理は水利組合に移管しているとの注釈が報告会

で出された。質問状に回答した部長と異なる部長からの注釈であり、実態は移管前の施設

も存在する移行期にあると思われる。しかし実態として政策効果は低い。

　農業における民間企業の発生・育成は途中の状態であり、政府が用意した金融支援など

が必ずしも農家や農村企業家に届いていない面がある。例えば、政府が設立した低利金融

制度である National Foundation of Entrepreneurship Development（NFED）の利用率は非

常に少ない。また別の例として、2KR機械も償還期間が短くて利用できないとの指摘があ

り、償還期間を現在の４年から６年に延長することを内部で検討している。

　一方、ハード面ではソ連時代から引き継いだ灌漑施設や農業機械は退化・老朽化し、復

旧・更新が必要であるが資金的制約から進んでいない。また各種の研究・教育機関も実態
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に適合した変化の途中にあるが、不十分である。例えば、農業大学は新入生が激減してい

る実態があり、農民研修を実施するなどの努力はしているが開始したばかりで効果は現れ

ていない。研究所も機器の老朽化と研究資金の不足のなかで、私有地化された農業に適合

した変化を遂げられないでいる。

２－１－２　協力留意事項

　協力ガイドラインの提案にあたっては、今回の調査過程で知見・経験した留意事項を協力実

施可能性・効率性の阻害要因として考慮した。それら留意事項を下記に示す。

（1）英語のできる職員の不足

　農業省の本省では 206 人中の 20 人しか英語ができない。また訪問した農業経済研究所

では 100 人のスタッフのなかで３人しか英語ができない。そのため本調査は JICA雇用の

現地コンサルタントの通訳に頼らざるを得なかった。農業経済研究所ではドイツの支援で

英語研修が実施されて計 60人が受講したが、研修後に 50人は給料の高い民間へ転職し、

７人も個人的事情で退職して、３人しか残っていないそうである。

（2）援助受入能力の不足

　協力に対する相手国機関の受入能力を、英文資料の入手容易性・窓口機関の調整能力・

当該部署の対応能力の３項目で考察した。

①　英文資料の入手容易性：アゼルバイジャンは農業状況と開発計画解説のCDと統計

白書（Azerbaijan in Figures 2004）があるが、英語版の農業統計は整備されていない。

②　窓口機関の調整能力：今回の調査では特に窓口機関の調整能力不足が強く感じられ

た。いくつかの事実をあげると、第一に、質問状は９月24日に相手側に渡されたにも

かかわらず調査員の訪問まで翻訳すらされていなかったため、調査員は質問状回答の

収集を白紙から始めねばならなかった。第二に、訪問した関係部の部長・課長はすべ

て多忙で落ち着いて質問できる環境になく、担当部である計画評価部の部長でさえ途

中で海外出張して不在になり、その代理は手配されずに対応は若いカウンターパート

に任された。第三に、その配置された英語のできるカウンターパートも国連食糧農業

機関（FAO）への対応と兼務であり、２週間目はFAOの仕事に多忙でほとんど協力し

てもらえなかった。これらの事実があったにもかかわらず何とか質問状回答を収集で

きたのは、JICA雇用の現地コンサルタントが調整をしてくれたことと、最終日近くで

配置された課長代理が、英語はできなかったが、コンサルタントが翻訳した質問状を

基に不足していた回答をかなり用意してくれたからである。逆にいえば、この課長代

理のような人が最初から英語のできるカウンターパートと共同して対応してくれれば

効果があがったといえる。すなわち調整をする人がだれもいなかったのである。

③　当該部署の対応能力：求めたデータの提出状況から考察して、関係部署の対応能力

もそれほど高いとは思えなかった。ただし農業経済研究所だけは、予算データがすぐ

に提出されたことから比較的高い対応能力を感じた。
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（3）技術協力に関する問題意識の不足

　調査をするなかでいくつかの問題があげられたが、それらのほとんどは資金的問題で

あって、技術的問題はほとんどあげられなかった。すなわち、問題はあるのであろうが技

術的問題よりも資金的問題への意識の方が高いという現状である。 例えば灌漑施設の復旧

についても資金的問題だけが言われて、資金援助の前提として必要であろう開発調査支援

については言及されなかった。これは JICA技術協力についての知識不足が一因であると

思われたので、最後の報告会で技術協力の概要を説明してから報告を行った。報告会につ

いては後述する。

（4）農業省内の意識改革の遅れ

　今回の訪問で困ったことは、依頼したわけでもないのに現地調査で異なる県（計３県）

に移動するごとに事務所長が県知事に本調査員を引き合わせて陳情させようとしたことで

ある。このように旧社会主義時代の意識から上位の人におもねる人がいる。また、グルジ

アでは英語のできる若い人で民間会社から農業省へ転職した人がいるのにアゼルバイジャ

ンでは研修で英語を習うと民間へ転職している事実は、若い人が農業省に魅力をもってい

ないことを示す。

２－２　収集データの課題別分析と協力方法の検討

　「開発問題に対するアプローチ〈農業開発・農村開発〉」の課題に沿って、収集情報・データの

要約と協力方法の検討結果を以下に記述する。

２－２－１　マクロレベルでの農業政策立案・実施

（1）調査結果の要約

　農業開発に関係する計画として２つの計画を入手・分析した。“State Programme on

Poverty Reduction and Economic Development 2003-2004”と“The State of Agricultural

Sector and Principal Ways of its Development 2002-2005”である。これらは様々な統計デー

タを記載して分析し開発方法を提言しているが、すべてが含まれていて優先順位が明確で

なかった。そこで農業省副大臣である Jahan J Mamedov 氏に政策重点を聞いたところ、

①塩害、②農民金融、③技術供与、④種子提供、⑤畜産振興、⑥マーケットシステムであっ

た。さらに現地調査で何を見てもらいたいかをたずねたところ、①農業機械、②種子供

給、③農民金融の３事項があげられた。

　調査によれば、農民の生活水準は標準以下であるため農民支援策がいくつかとられてい

る。例えば、土地税を除き生産物に係る税を 2009 年まで免除するとか、低利政府金融策

などである。これらの政策はそれほどの効果をあげていない。現地調査した農家は本調査

員に、なんとか政府に働きかけてもっと支援してくれるように言ってほしいと言っていた

ことから、政府職員のサービスに不足があると思われた。　

　政策強化にはいくつかの外国援助が実施されており、本調査中も 10月８日から FAOの

専門家２名が来て Investment program 作成支援を行っていた。

　実施能力向上のための職員研修について調査したところ、政府レベルでの研修はなく、

すべて JICAなどの海外研修に頼っている状況である。特に農民と直接接する地方の職員
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は市場経済化での対応を図らねばならないのに、その研修機会が非常に少ないとの観測を

得た。事実、中央農業省の部長には何度も日本へ研修に行った人がいるが、地方ではJICA

研修で日本へ行った話をまったく聞かなかった。

（2）協力方法の検討

　マクロレベルの農業政策支援については、わが国の人材・経験が十分でないこと、また

効果が判別し難いこと、被援助国の農業政策そのものにかかわる微妙な性質を有すること

などから発掘・形成が困難であると指摘されている。しかし、アドバイザー専門家派遣や

農業行政集団研修などで支援を行ってきた経緯がある。これら JICAの実績とアゼルバイ

ジャンに職員研修がないこと、及び前述の制約要因から、研修を中心にした以下の協力が

考えられる。

①　現在まで実施してきている研修員受入れの多様化：後述するように問題は多岐にわ

たることから、それらに関して広く対応するようにした方が効果的と思われる。

②　“In-country training”の実施：日本から講師を派遣して地方職員を対象にセミナー

を開催する。その際、日本の普及員や篤農家を派遣して日本語－ロシア語通訳をつけ

て講義を行い、市場経済下での農民サービスの徹底や農業経営を教えることは効果的

であると思われる。

２－２－２　持続可能な農業生産

（1）農業生産の拡大と生産性向上

1） 調査結果の要約

　種子供給については年間約12万ｔの不足があると報告された。政府は民間種子生産業

者や農民の種子自家生産を奨励しているが、現在においてもまだ大きな問題である。肥

料についても不十分な状況で、2003年のデータを得たが必要量の30％しか圃場に供給さ

れていない。現地調査で訪問した農家は、300haのかなり大きな農家であったが、化学

肥料を全く散布せず、堆肥だけしか使用していなかった。なお、肥料に関する制度や基

準については整備されていると報告された。

　農業機械について、ソ連時代から引き継いだ機械は既に老朽化している。日本の2KR

で供与した約 700台の機械が計 400 農家に“rent”されている。なお、“rent”といわれ

ているが実質的には分割払いによる販売であり、４年間にわたって分割払いすれば機械

は農家の所有になる。国内に農業機械を生産する工場はなく、農家の購買力が低いこと

からすると、日本の2KRは農家が唯一農業機械を得られる方法であるといっても過言で

はない。この農業機械の販売のために、各県に特別の部署を設けて販売を促進している。

2004 年には 2KRの見返り資金を使って機械を購入する予定で、既に入札を終わってい

る。農業機械に係る問題は部品価格が高いことと入手しにくいこと、及び分割払いの期

間が４年間と短いことである。そのため期間を６年にすることが検討されている。

　現地調査によると、機械を購入しているのは実質的には農家ではなく企業家であるの

が一般的であった。調査した企業家は農地をもっているが、自家消費のために使用して

いて販売していなかった。また、現地の農業省担当者の話では、その県で９件の2KR機

械受入れがあるが、期間内に資金を払い終えたのは２件だけだそうである。
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2） 協力方法の検討

　問題解決のための種子供給・化学肥料供給・農業機械部品の供給は資金協力の課題で

あり、技術協力での対応は難しいし、アゼルバイジャン側もある程度の技術はもってい

る。しかし、堆肥については、日本のボカシ法を前述の“In-country training”で試しに

紹介してみることが考えられる。

　加えて農業機械について、将来的に日本の2KRだけで農業機械の支援を行うことはで

きないと思われること、及び2KR機械の効率的運用のため、マスタープラン調査を実施

することも必要と思われる。しかしアゼルバイジャン側の認識がないので将来的課題と

すべきであろう。

（2）生産基盤と維持管理

1） 調査結果の要約

　土壌関連では、水不足・塩害・高レベル地下水の３つの問題がある。また、土壌浸食・

洪水被害の問題もある。水不足については、約 400 万 ha の耕地のうちの約 150 万 ha に

灌漑施設が整備されているが、十分な更新をせずに長期間使用してきたために老朽化し

ている。水利組合は法的整備もされ、計538が結成されている。灌漑施設のこれら水利

組合への管理移管については、末端水路の管理移管を実施したという報告と、実施のた

めの調査中だという報告の２つを得ているが、移管の途中と思われる。これについては

聴取した技術者・研究者によれば、アゼルバイジャンは問題を解決するに十分な技術力

があるが問題は資金不足であると説明された。本調査員が土地改良工学科学研究所を調

査したときに検分した機器と論文集から、少なくとも1970年レベルの技術水準はもって

いると判断された。また、視察した灌漑システムのポンプの維持状況も良く、水路工事

のコンクリートも一定の水準にあると観測された。灌漑の分野ではアジア開発銀行や世

界銀行などが協力を実施している。JICAも2004年３月に一般無償のために「土地改良・

灌漑機材整備計画」基本設計調査を実施している。

2） 協力方法の検討

　主たる問題が資金であることから、技術協力の余地は限定的である。灌漑排水施設改

修資金を得るための開発調査支援が唯一考えられるが、調査した段階ではアゼルバイ

ジャン側の認識は低かった。

（3）畜産生産基盤と技術

1） 調査結果の要約

　アゼルバイジャンの畜産の歴史は古く各農家は家畜を飼養していることから、畜産の

生産量は独立後も全体的に徐々に増加している。この分野の問題は飼料不足と優良遺伝

資源の不足である。加えて人工授精の機会が非常に制限されていることも指摘された。

ドイツなどの国がこの分野の支援を行っている。

2） 協力方法の検討

　技術協力分野では、優良遺伝資源の開発と人工授精が協力項目としてあげられる。し
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かし聴取した限りでは、問題は外国優良遺伝資源の輸入や人工授精機器の不足などの資

金的なものであり、技術協力の余地は少ないと思われる。

（4）農業普及と農家経営

1） 調査結果の要約

　計９農政局と20事務所がアゼルバイジャン全体に配置されて農業普及を行っている。

調査したGanja地域において聴取した結果から地域事務所と各県にあるStationに配置さ

れている人数を普及員として推計すると、約460戸の農家に１人の割で普及員がいるこ

とになる。また、現地調査したGoranboy 県では普及ユニットがあり４人が配置されて

いた。その他の普及機関としては、畜産組合などの農民組合がある。政府ではこれら組

合による普及を奨励している。また、農業経営については、協会・小規模企業農場・合

弁企業・家族経営農家など様々の形態がある。政府はこれら様々の形態に対応する法的

整備を行っている。

　農業金融については、National Foundation of Entrepreneurship Development（NFED）、

Agrarian Credit Foundation、Rural Credit Unions、Non-bank Credit Institutions Funded

by Foreign NGOs and Non-official Creditなど様々の金融が整備されている。しかし、金

融についての調査報告では、最大でも７％の低利の政府系金融はほとんど利用されず、

利用者の７割は19～25％のNGO金融を利用している。政府金融が利用されない理由は、

地方支所の不足や官僚的な実施があげられている。事実、現地調査した農家は政府の農

業金融を申し込んだが採択されなかったという。

2） 協力方法の検討

　アゼルバイジャンでは民間ユニット重視の普及を行っており、普及員が主体の日本と

事情が異なる。そのため日本の協力がそれほど有効であるとは思えない面がある。しか

し、市場経済下で農民に重厚なサービスを行う我が国の経験と技術の移転はある程度有

効と考えられる。農業経営と農業金融についても、日本の篤農家の経験は有用であろう。

協力方法としては、前述の“In-country training”を地方の普及職員と篤農家に対して実

施することが提言できる。これによって普及員のサービスが向上すれば、約460戸の農

家に１人の割で普及員がいることから、農民へのインパクトが大きいと思われる。

（5）農村環境配慮

1） 調査結果の要約

　現在のアゼルバイジャン農業は化学肥料や農薬をほとんど使用しないため、特に環境

の問題は現れていない。唯一灌漑水について、国際河川から取水しているために上流の

国の汚染が影響を与えると報告された。

2） 協力方法の検討

　状況が日本と非常に異なるため、特に協力できる項目は見当たらない。
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（6）農業教育研究

1） 調査結果の要約

　農業関連の研究に関して、アゼルバイジャンには15研究所と50試験場がある。その

うち農業経済研究所は、すべての研究所の調整機能を2004年に新規に付加され、様々な

地域の経済状況を調査して研究テーマの発掘を行うことになった。また同研究所は農民

に直接市場情報を提供することも開始することになった。研究に係る問題点について、

現地調査した土地改良工学科学研究所の場合は政府予算の不足だけが問題で技術的問題

はないと説明された。地方で現地調査した地域農地科学センターでも、機器の不足が問

題としてあげられた。

　教育に関して、アゼルバイジャンではAzerbaijan Agricultural Academyだけが唯一の

農業大学で、農業高校はない。大学には35人の教授と300人の博士号取得教員がいる。

学生数は計2,000 人であるが、新入生がわずか 200人しかいなかったことが問題になっ

ている。新しい試みとして 2004 年から有料の農民研修６か月コースを開催した。

2） 協力方法の検討

　研究についてあげられた問題のほとんどは資金的なものであり、技術的問題はなかっ

た。農業経済研究所は全研究所の調整と農民への市場情報の提供という新しい機能を付

加されたことから、専門家派遣による支援の可能性がある。また、同研究所長の対応は

面談したなかで最も敏速で、過去５年間の予算資料を求めたところ部下に指示して即座

に手書きの表が用意された。しかし英語のできる人員が100名中３名という問題がある。

なお、教育についての生徒数激減の問題は技術協力での対応は難しいと思われる。

（7）輸出促進

1） 調査結果の要約

　アゼルバイジャン農業省は市場ユニットをもっており、国際市場能力の強化策を実施

している。しかし法的整備・輸出促進策・支援資金・品質管理策については経済開発省

の所管である。

2） 協力方法の検討

　主たる所管が農業省でなく経済開発省であることから、協力を実施する場合は２省へ

の協力となるが、農業省の援助調整能力を考慮すると技術協力の可能性は低いと思われる。

２－２－３　安定した食糧供給

（1）調査結果の要約

　食糧供給・市場システムについて、現在のシステムは食品加工分野によって異なり、状

況も私有化後に動いている状態であると報告された。主たる問題は市場システムの構築で

ある。世界銀行がこの問題に対して支援しており、フランス・トルコなど外国機関も地方

市場システム構築に寄与している。
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（2）協力方法の検討

　これらの問題に対してはマスタープラン調査による支援が唯一考えられる。しかし現状

が流動的であることから、現時点における技術協力の必要性は低いと思われる。将来的な

課題であろう。

２－２－４　農村振興

（1）調査結果の要約

　アゼルバイジャンの農業は中央集権で、地方の管理は農業省が直接的に実施している。

県などの地方行政体は情報収集や基盤整備などを担当している状況である。

（2）協力方法の検討

　地域管理が中央集権であることから、地方に焦点を当てた協力においても中央を通じた

協力になることから、協力方法は前述の課題へ対応するなかで考察することとした。

　

２－３　協力方向の提言

２－３－１　技術協力ガイドライン案

　表－２に前述の検討結果をまとめる。これより短期的には“In-country training”を地方の行

政職員と篤農家に対して実施することが提言できる。その詳細立案にはアゼルバイジャンの理

解と普及専門家による詳細なプロジェクト形成調査が必要である。なお、農業副大臣はこの案

に賛意を唱えていた。

　その他について、中期策としては農業経済研究所への専門家派遣と農業機械に係るマスター

プラン調査があげられる。ただし専門家派遣についてはアゼルバイジャンの援助受入能力が非

常に低いことから、“In-country training”を地方で実施するなかで地方の問題把握と受入能力

の推移をみるべきである。農業機械に係るマスタープラン調査については、農家の営農現状に

おける 2KR を含めた農業機械・機器のあり方を検討し、2KR 以外の道を模索することをめざ

すことが主題となろう。

　　長期策は実効性を期待できないが、状況次第で必要になると思われるので項目をあげた。
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２－３－２　ガイドライン案に対する相手国側の意見

　本調査の報告会を10月15日午後５時から７時まで大臣室隣の会議室で開催した。参加者は

副大臣をはじめ次表に示す 14 名である（調査員と現地コンサルタントを除く）。

　当日は、まずアゼルバイジャン語に翻訳した報告書を配布して、パワーポイント（プロジェ

クターが調達できなかったのでコンピューター画面を用いた）で技術協力のスキームの説明を

したあとに、報告書の内容を説明した。説明の最後に、以下の２点を強調した。

①　今回の協力案は調査団の提案であり、アゼルバイジャン側と JICA 本部の双方が合意し

ないと実現しない。

②　今回の提案は大枠を示したので、具体的なプロジェクト形成には更に１段階もっと詳細

な調査が必要である。

　その後討論に入った。その際にアゼルバイジャン側からあげられたコメントと調査団の回答

（→で示す）を以下に示す。

①　提案のすべては Acceptable である。

②　農業機械の供給は Private Machinery Trader も含まれる。→外国支援については日本だ

けだと言ったのである。また、農民の経済状況からTraderから購入する機械は非常に少な

いのではないか。

③　農業機械への技術的問題として How to arrange mechanical service がある。→ Ganja 地

方の知事も農業省事務所長も農民もすべてがパーツの問題をあげた。パーツさえ得られれ

# Name Position Department

１ Mr. Jahan  J Memmedov Deputy Minister

２ Mr. Gudrat Guliyev Department Chief Procurement

３ Mr. Rovshan Mustafayev Deputy Department Chief Plant Growing, Seeds and Agrochemicals

４ Mr. Nadir Nadirli Deputy Department Chief Researches, Education and Staff Training

５ Mr. Farhad Quliyev Chief Consultant
Agrarian Reforms and Entrepreneurship
Development

６ Mr. Ilyas Veliyev Sector Chief International Relations

７ Mr. Kamil Memmedov Sector Chief Technical Progress and Machinery Services

８ Mr. Qadir Mustafayev Chief Specialist Technical Progress and Machinery Services

９ Mr. Qadir Hasanov Sector Chief
Agrarian Reforms and Entrepreneurship
Development

10 Mr. Saday Quliyev Chief Specialist Economics and Prognosis

11 Mr. Kochari Imanov Division Chief
Agrarian Reforms and Entrepreneurship
Development

12 Mr. Memmed Haziyev Department Chief Land Use

13 Mr. Ramiz Safarov Chief of Department Veterinary Services

14 Mr. Toshio Okazaki Japan ODA Adviser

15 Mr. Hideyuki Kanamori JICA Expert

16 Mr. Kazim Salimov Local Consultant
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ば修理できると言っていた。

④　堆肥にボカシ法を導入するのはぜひ実施してもらいたい。→農業技術は土・環境の要素

が強いので試してから実施する必要がある。

⑤　すべての提案は具体的でない。→最初に具体化には更に詳細な調査があると申し上げ

た。

⑥　種子生産をパイロット的にできないか。→種子の生産を目的にしたものは技術協力では

ない。

⑦　市場システムの確立は重要だ。→マスタープラン調査が協力案としてあげられるが、既

に外国援助も入っているのではないか。

⑧　土地を集めて単位圃場面積を拡大する支援が必要だ。→日本の農業はアゼルバイジャン

と比べると小区画であり、どこまで協力できるか疑問である。

⑨　水路は私有化していないと記述されているが、水路は水利組合に対して既に私有化して

いる。→そのように訂正する。

⑩　灌漑について適切な技術への支援が必要だ。→灌漑研究所によると十分な技術をもって

おり、不足は資金だけだと言っていた。

⑪　農民に教えねばならないことが多いので技術協力は必要だ。→ JICAの技術協力の直接

的な対象は農民ではなくて貴国の技術者や職員である。農民に技術が不足していても貴国

の技術者や職員に技術力があればそれを農民に教えればよいので、農民の技術が不足して

いるのは技術協力の直接的課題ではない。

⑫　水不足が問題だ。→水源開発について貴国は十分な技術をもっているのではないか。必

要ならば開発調査への支援が考えられる。

　最後に副大臣から以下のコメントがあった。

①　初日に活動の説明をしてもっと事前に情報がほしかった。→質問状は９月24日に岡崎専

門家から農業省へ提出されたが、本調査を開始するまで何もされていなかった。

②　2KRのrent期間を４年であったが今後は６年にするとあるが、年数を変えるのは日本と

の合意がなければできないはずだ。（→そのような回答を得たが、アゼルバイジャン内で検

討中のことと理解して和文報告書は修正した。）

③　農業省が多額の資金を地方開発に配置していると記述されているが、そんなことはな

い。→ Government program includes 60 billion dollars in 2003-2008 for five years regional

program; 60％ of this amount is used for rural places. と聞いた。

　最後に副大臣が、10月 30 日に本調査員が再度アゼルバイジャンを訪問するまでに技術協力

案を準備して、岡崎専門家を通じて提出すると言われた。その後に副大臣と個別に会議をもっ

たが、その席で研究機関への技術支援が必要だと強調されたので、現場の研究者はそうは思っ

ていないので副大臣から教育してくださいと申し上げた。なお、副大臣が言われた技術協力案

は 10 月 30 日までには提出されなかった。

　しかし 11 月１日に岡崎専門家を訪ねたとき、Mr. Rafil Huseynov, Department Head of Program

and Project Assessment Sector との会談があり、その際に書面でコメントを渡された。これは

現地語で書かれていたので、その場で内容を口頭で言ってもらって回答した。その後、岡崎専
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門家の秘書に英訳してもらったので、その内容と口頭での回答（→で示す）を以下に要約す

る。

①　英語力改善を報告書で示唆しているが、日本で外国語研修支援をしていただければあり

がたい。→英語の件は既に副大臣と話をして、お互いの歴史的経緯から仕方がないと説明

した。英語研修は英国か米国に頼む方がよいのではないか。（あとで考えたが、報告書の現

地語訳が違っているのではと思われる。）

②　財政的理由のために開発プロジェクトを実施できない。JICAでサブセクターについての

優先順位の問題を解決するための技術協力を実施願いたい。（この件は、初めて聞いたこと

とである。口頭での説明では、プロジェクトの形成方法を教授してほしいといわれたの

で、それなら岡崎専門家に教えてもらえばよいのではないかと回答した。）

③　市場経済下の活動のルール・能力強化・天然資源の効率的利用について、研修員受入事

業で研修講師研修や専門家の研修を望む。→報告書では研修員受入枠の多様化という表現

で、この件は報告書に含まれている。

④　2KR農業機械の分割払い期間を４年から６年にすると報告書にあるが、これは日本側の

了解なしには実施できない。将来的に JICA技術協力でマスタープラン調査をしていただ

ければありがたい。→この指摘は10月15日の報告会で指摘され、和文報告書は修正した。

マスタープラン調査については、報告書に記述してある。

⑤　Scientific Research Centersは農民への普及という新しい目的をもっている。この件につ

いてJICAが本Centerの再建に寄与していただければありがたい。これに関して、（調査員

から提案された）Agriculture Economic Research Institute への専門家派遣については高く

評価している。

⑥　畜産には指摘されているように財政的問題があるが、人工授精と優良品種の改良・保管

への技術協力ニーズがあるので、それへの支援を要望する。→インタビューのときは財政

的な問題しかうかがわなかったため、調査員の報告では技術協力の余地はあるが、非常に

低いとした。（これについて優良品種改良のための機材供与と短期専門家による技術移転が

考えられるが、調査時点でも報告会でも言及されず、帰国前日にアゼルバイジャン語の報

告書で初めて聞かされたことなので、対応できなかった。）

　なお、報告書で“in-country training”について提言しているが、それについての言及がない

ので確認したところ、Mr. Rafil Huseynov は賛成であると回答した。

　加えて、遅れて 10 項目への回答が書面（英語）で渡された。回答済みの項目と重複するの

が３項目あったため、最終的に回答数は 129 ＋ 10 － 3 ＝ 136 となり、最終的に質問状への回

答の回収率は136÷ 143＝ 95％となった。

２－４　今後の活動案

　優先順位を「短期」と最も高くした、“in-country program”について、今後の実施を想定して

活動案を述べる。このプログラム実施にあたっては、研修若しくは普及専門の企画調査員を派遣

して、研修内容の詳細を設計する必要がある。その企画調査員の活動案を以下に示す。
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市場経済下の農業指導強化研修プログラムの企画調査

（1）背　景

　アゼルバイジャンは市場経済下における農業制度を確立するため、法的整備を完了し、実

施のための制度を開始したところである。その実施を強化するには地方職員の能力開発が重

要である。特に地方で農民に直接指導している職員は、市場経済下における農民サービスを

徹底することを学ぶ必要がある。そこで日本のきめ細かい普及サービスを紹介することで、

社会主義下でともすれば農民からの相談を待つ姿勢をとりがちな地方職員の意識改革と、専

門能力の強化を図る研修プログラムの実施支援が本調査の結果として提言された。

（2）目　的

　アゼルバイジャンの農業省地方職員を対象として、市場経済下における農業普及の方法と

専門的能力強化のため、Regionを選択して農業省の若い職員を対象に研修コースを開催する

ための詳細プログラムを提案する。

（3）活動内容（TOR）

日　本（この作業は企画調査員でなくても JICA 職員が実施してもよい）

①　日本において、アゼルバイジャン側に50歳以下の職員のリストを以下の様式で準備し

てもらう。もしも必要な場合は、現地コンサルタントを雇用して農業省を支援する。

現　地

②　計９ Region から Ganja を含む３つを選択して、各１週間ずつ以下の調査を行う。

・職員にインタビューして必要な専門研修科目を聴取する。

・農民にインタビューして実態の把握と研修ニーズを調査する。

・農民インタビューで堆肥の使用状況とボカシ法による堆肥生産法を紹介する効果を探

る。

③　研修プログラム案を作成する。プログラム案は以下の内容から成る。

・研修コース名

・研修対象Region（優先順位をつけて示す）

・研修対象者（年齢は何歳か、専門性はなど）

・研修講義科目と演習科目

・研修期間

・講師の TORと資格要件

④　研修プログラム案を本省の関係部長に説明し、討議を行う。

（4）期待される成果：研修プログラム案

Region No. District Name Nome of Branch Specialty Age Male/Female

(ex) Ganja １ Goranboy Mana Kati Hara Veterinary 39 M
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（5）企画調査員の出張期間：５週間（３日間の準備、３週間の現地調査、10 日間の討議とま

とめ）

　ただしアゼルバイジャン側は書面による最終コメントでこのプログラムに触れていないこと、

及び本調査にあたっても事前説明書を送付したにもかかわらず翻訳しなかったなど援助受入能力

が低いことから、あらかじめ英文でこのような調査を実施して“in-country training”の援助を行

うことへの賛意を確認して、その回答を英文で得てから実施すべきである。その際、前述①の職

員リストの提出を求め、現地コンサルタントの支援が必要ならば要請するように伝えておく必要

がある。理由は、回答に現地コンサルタントの支援を求める旨が明記されてから現地コンサルタ

ントを稼働させないと、職員リストという内部情報をコンサルタントが得ることができないから

である。
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第３章　グルジア

３－１　農業及び農業政策の現状と協力留意事項

３－１－１　農業及び農業政策の現状

　質問状調査で計 141 項目（２項目は重複のために除いた）の質問のうち 137 項目（97％）で

回答を得た。更に質問状調査と並行して延べ５日間にわたり現地調査を実施した。農業省から

は１名の英語のできるカウンターパートが配置され、JICA現地スタッフ１名とともに質問状調

査と現地調査及び報告会開催を10月 18日から 29日まで12日間にわたり実施した。その間に

農業省の６部・３研究所／国内機関・１郡事務所・世界銀行・３農家を訪問して 28 名に直接

面談した。その結果としてグルジアの農業政策と実態について以下の観測をもった。

（1） 農業生産

　統計資料によると、農地は最近少しずつ増加して2004年には302万 5,800haになった。

農業生産額も同様に少しずつ増加し2003年には12億970万ドルに至っている。主要作物

の生産量は、データが得られた 1995 年と 2001 年を比較すると、小麦とジャガイモは増え

ているがトウモロコシは減少している。しかし小麦の自給率は2003－2004年で24％と低

く、穀物自給率も 52％と低い。畜産について、牛・ブタ・ヤギとヒツジ・ニワトリは最近

５年間で増産している。そのためデータの得られた1999年と2001年を比較すると肉・卵・

毛糸の生産は増加している。しかしニワトリ・牛乳・卵の自給率はそれぞれ 41％・71％・

66％と自給に至っていない。輸出入については、1999 年から 2003 年までのデータでは輸

出額が常に輸入額を下回っており、その差は１億 1,200 万～１億 9,400 万ドルである。

（2）農業経営

　典型的な農家は、平均 0.89ha の農地と 11.8ha の国有地からの借地を、２～３人の家族

によって耕作している。農家は兼業農家で、家族は農業外の仕事に従事して収入を得てい

る。そのため農業生産は主たる収入源であるが、約60％の農家は収入の半分以上を農業外

収入が占めている。農業は栽培と畜産がほぼ半分ずつの経営である。主たる作物は小麦・

トウモロコシ・豆類・ジャガイモ・野菜・果物・ブドウで、ほとんどの農家は２～５種類

の異なる作物を栽培している。平均的な農家は２頭の牛と１ダースのニワトリを飼養して

おり、ほとんどの農家で牛乳と卵を自家生産している。肉牛はそれほど一般的でない。農

業生産のほとんどは自家消費であるが、生産物によるが 30 ～ 40％は販売している。流通

は、仲介業者との直取引若しくは直接に地域市場で販売している。農家は財政難に直面し

ており、例えば2003年の化学肥料の使用量はわずか21kg/haと、農業資材を満足に購入で

きない状態である。

（3）農業政策

　1992年の私有地化の結果、計94万8,900haが個人所有となった。しかし、計337万9,500ha

が国有地、計 282 万 2,300ha が旧種子生産農業機関の保有として残っている。そのため追

加的な私有地化を行う新法が準備中である。一方、食糧供給体制については、複数の法律・

方策が農業省と経済流通省によって準備中である。例えば、流通管理法・食品安全保障法・
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市場システム改善法・輸出対策特別室・緊急時の食糧供給安定に関する通達などが準備中

である。農業省の機構改革もなされ、現在ウェブサイトで示している機構図は既に改変さ

れている。また、世界銀行は土地改良管理部（DASM）の改革支援のためにDASM改革調

査を実施中である。

　このようにグルジアは前述の状況を改善するための法・機構整備ができようとしている段階

であり、既に法整備を終えて実施段階に入っているアゼルバイジャンよりも１段階遅れてい

る。よって、環境や各種機関の退化状況はアゼルバイジャンと同じである。また、農家の実態

を見れば、アゼルバイジャンは政策効果が農家に達していないことから、グルジアもアゼルバ

イジャンも農家の状況は変わらない。現地調査では、グルジアの意識改革が進んでいる分だけ

農業企業化はグルジアの方が進んでいる感想をもった。

３－１－２　協力留意事項

　協力ガイドラインの提言にあたって留意した事項を以下に示す。

（1）英語のできる職員が少ない

　農業省全体の人数は把握できなかったが、聞き取りによるとDASMでは 54 名中の３～

４名、食品加工業部では 21 名中の４名、食品検査室では 30 名中の３名しか英語のできる

職員がいない。しかし、アゼルバイジャンよりも人数が多く、また配置された英語のでき

る若いカウンターパートは民間企業を退職して入省するなど、英語のできる人材は役所に

集まってくる傾向のあることは、研修で英語ができるようになると退職する職員の多いア

ゼルバイジャンよりも希望がもてる。

（2）援助受入能力が比較的高い

　協力に対する相手国機関の受入能力を、英文資料の入手容易性・窓口機関の調整能力・

当該部署の対応能力の３項目で考察する。

①　英文資料の入手容易性：グルジアはインターネット・ウェブサイト（www.maf.ge）

で政策や農業省の組織図などの情報を積極的に公開している。また農業統計書

（Georgian Agriculture Statistical Abstract 2003）も整備されている。

②　窓口機関の調整能力：窓口機関の調整能力については、少し難点があった。第一に、

質問状が10月１日にグルジア側に渡されたにもかかわらず調査員から督促するまで翻

訳せず、第二に翻訳の全文が関係部署に配布されたのは調査を開始して３日目と少し

遅れた。しかし、翻訳の前半分はグルジア側が実施して事前に配布されていたこと、

パワーポイントを午前中に依頼すると午後には調達するなど窓口機関直下の担当課の

対応能力は比較的高かった。

③　当該部署の対応能力：関係部署の対応能力も、差異はあるが比較的高かった。質問

状に対する137回答のうち34回答は後日にグルジア語で提出すると言って、一部は遅

れたが約束どおり提出された。なかにはかなりのデータ量を伴うものもあったが提出

された。
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（3）技術協力への問題意識が少し低い

　前回のアゼルバイジャンの経験から、グルジアでは最初にパワーポイントで日本の協力

スキームの説明をした。それでも資金的問題への意識が高いために資金的支援を提案する

ことがあったが、担当の若いカウンターパートが最初の説明で技術協力を理解していたた

めに彼が積極的に説明して意識の転換が図られた。

３－２　収集データの課題別分析と協力方法の検討

　「開発問題に対するアプローチ〈農業開発・農村開発〉」の課題に沿って、収集情報・データの

要約と協力方法の検討結果を以下に記述する。

３－２－１　マクロレベルでの農業政策立案・実施

（1）調査結果の要約

　農業開発に関係する計画として複数の計画を日本で入手・分析してきた。“Economic

Development and Poverty Reduction Program”（2003 年６月）、“Degree of the President of

Georgia No. 171”（1997 年４月）などである。しかしグルジアは 2003 年 11 月に現政権が

発足し、かなり大規模の改革を実施している。そのためか会談した国際部長から

“STRATEGY FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AND THE

FOOD SECURITY IN GEORGIA”を示され、「新戦略を策定したので尊重してほしい」と

注釈された。この新戦略は農業食品セクターの強化・食糧安全保障の確保・持続的開発理

念に基づく貧困削減を目的としている。詳細は質問状回答に示す。副大臣との会談では、

①2KRへの評価、②アドバイザー専門家の派遣希望、③茶産業への支援が強調された。加

えて漁業プロジェクトへの支援を言われたが、本調査は農業調査で漁業は主たる対象とし

ていないことを伝えて了解された。

　実施能力向上のための職員研修について調査したところ、農業省が実施している国内研

修と外国援助による海外研修が実施されている。最近１年間の国内研修は計３回開催され

ているが、参加者は本省の職員だけで財政不足のために地方の職員研修ができていない。

　その他の農業増産政策・食糧保障政策・地方改革政策等については後述の関連課題のな

かで要約する。

（2）協力方法の検討

　グルジアは前述のように状況を改善するための法・機構整備ができようとしている段階

であり、今後はこれら方策の実施・実現に至る段階になる。そこでは職員の能力強化と方

策実施支援が協力課題である。能力強化は JICA技術協力の核のひとつである。そこで、

本省の人材育成しかできていない国内研修を技術的経費的に支援する“in-country training”

の実施を提案したい。研修課題は、後述の各課題の分析から複数のコースを提言できる。

しかし、それら研修支援事業の管理のためには長期専門家を本省に派遣することが必要で

ある。そこで研修支援の前提としてアドバイザー専門家の派遣を提案する。また、新方策

の実施にあたっては新たな協力課題が現出するので、それらに適時に協力するにも常駐の

アドバイザー専門家は効果的であろう。よって、マクロレベルの農業政策支援としてアド

バイザー専門家派遣が短期的には必要な協力であると考える。
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３－２－２　持続可能な農業生産

（1）農業生産の拡大と生産性向上

1） 調査結果の要約

　種子供給については、農家や企業が種子生産・販売を行っているが、供給量は絶対的

に不足している。種子業者のライセンスを2004年から開始し、現在までに25件のライ

センスを供与した。しかし多くの業者がライセンスなく営業している。高収量品種につ

いては、政府は同品種の農家への供給を支援している。その開発は農業アカデミーが担

当であるが、予算不足である。

　肥料については、農民の経済的困窮から施肥量が減少しており、非常に低いレベルの

量しか施用されていない。事実、現地調査で聴取した50ha所有の農民は資金難から施肥

を全くしていなかった。政府は施肥基準をもっており、土壌分析・評価・施肥量の指導

を実施している。化学肥料はグルジアでも生産工場があるが、いくらかは輸入している。

有機質肥料については、資材の不足と格納施設の不備から施肥量は限定的である。現在、

政府はバイオガスと施肥普及を開始したところである。

　農薬については、政府は施用基準と使用農薬を定めており、また殺虫剤については

５年に１度の頻度で広報誌を発行している。農薬のなかで除草剤は、これがないと収穫

できないので肥料は施用しなくても除草剤はかなり使用している。農民は農薬の代替物

の施用を行っており、それら生物的方法については長い経験があるが、最近10年ほどは

試みられなくなった。

　農業機械については、グルジアは土地が起伏しており、圃場が小さく、様々な作物が

混在しているために効率的に機械を使用できない条件がある。約３分の２の農家は機械

が高価なために購入できない。加えて、旧ソ連時代からある機械は老朽化が進み、燃料

消費が悪く、機械のあらゆる部分は交換が必要な状況である。機械の賃貸については、

数台の機械をもっている企業農家や１～２台を所有している農家が耕作を請け負ってい

るが、詳細なデータはない。グルジアには“Kutaisi”という機械メーカーがあるが、実

質的に稼働していない状況である。統計資料によると、農業機械・機器の台数は1988年

にピークを示したあと1996年まで減少してきた。しかしその後は、日本の2KR援助と

いくらかの民間からの供給によって、台数はゆっくりと着実に増加している。

　収穫後処理については、仕入れ販売業者が実施している。政府は食品・タバコ・ワイ

ンについて品質基準を設けており、食品安全についても法律を準備している。

　加えて、西部の商品作物のひとつである茶産業についても、1970年代半ばにソ連領で

あった当時に日本の機械が導入された経緯と、現在の機器の老朽化と生産減少の現状に

ついて聴取した。

2） 協力方法の検討

　財政難による種子生産や農業機械の減少は、資金協力の課題であり、技術協力での対

応は難しいし、グルジア側もある程度の技術はもっている。しかし、農業機械について

は、将来的に日本の2KRだけで農業機械の支援を行うことはできないと思われること、

及び、2KR機械の効率的運用のため、マスタープラン調査を実施することも必要と思われ

る。
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　堆肥と農薬代替の奨励については、“in-country training”への支援で対応できると思

う。堆肥については、“in-country training”のなかで日本のボカシ法を紹介することも

有効と思われる。これら“in-country training”の内容の詳細は前述のアドバイザー専門

家が策定することになる。

　茶生産への支援は、要請内容は機器供与であり技術協力の内容ではなかった。もしも

技術的支援も必要であれば技術協力プロジェクトが対応できるスキームである。しかし、

これはかなりの規模の協力となることが想像されるので、前述のアドバイザー専門家が

着任後に茶の短期専門家を招へいして詳細な調査を行う必要がある。

（2）生産基盤と維持管理

1） 調査結果の要約

　土壌関連では、百万haが土壌浸食下にあり、特に30万 5,000haは深刻な状況にある。

浸食対策の不足と技術的指導を遵守しない結果、浸食の進行が激しくなっている。土質

も私有化後の混乱の結果、低下している。土壌肥沃土についても、麦わら堆肥が使われ

なくなった結果、減少する有機質分を置換することができないために退化している。

　洪水については、約5,000～7,000haが毎年被害に遭っている。約100か所の危険箇所

が農業省管轄下にあるが、24 か所しか管理できていない現状である。

　灌漑排水については、現在26万 1,000haに係る灌漑施設と７万4,000haに係る排水施

設にリハビリテーションが必要な状況である。世界銀行のプロジェクトでこれらの約

３分の１が復旧される予定だが、残りも多く存在する。これらを含め灌漑に関する問題

としては①既存施設の老朽化、②ドリップ灌漑などの新技術の不足、③経費に比較して

低すぎる水利費、④建設機械機器の老朽化がある。

　灌漑排水施設の維持管理について、EUが政府予算を通じて毎年資金を供給してくれて

いるが、それでも毎年大きな予算不足がある。水利組合の設置について、政府は法律を

整備しており多くの組合が結成されてきた。しかし、世界銀行によるとこれら水利組合

は組織的に脆弱である。世界銀行はプロジェクト対象地域の農民に金融支援する計画だ

が１回だけなので、もっと持続的な対策が必要である。

2） 協力方法の検討

　土地改良管理部（DASM）からは「グルジアの水資源管理と灌漑排水区の維持・修復

のための建設機械供与によるDASM管轄地域の開発機器の装備」と題する無償資金協力

の要請書が提出されている。これは前述の土壌浸食・洪水・灌漑排水施設の維持管理不

足に起因する問題を緩和する効果が期待できるが、これは資金協力の課題であって技術

協力の課題ではないので、今回の調査対象外である。しかし技術的側面から分析すると、

提出された無償資金協力の起案書は経済分析の不備や供与機械が老朽化したときの更新

をも見通した計画になっていないなど、計画書としての不備が散見される。そこで開発

調査による技術協力によって、機材供与による維持管理改善計画だけでなく水利組合の

研修計画を含めたプログラムを策定することが提案できる。開発調査によってグルジア

政府は計画性のある無償資金協力を要請できるし、前述アドバイザー専門家の支援を得

て水利組合強化のための“in-country training”を実施することができる。なお、開発調
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査のタイトルは「参加型による持続的維持管理プログラム」といったものになろう。

（3）畜産生産基盤と技術

1） 調査結果の要約

　農家は多くの家畜を飼養しており、畜産生産量は増加している。これら農家は飼料を

自家生産しているが、20～25％の飼料は購入している。畜舎・牧場・草地などの畜産生

産基盤については、農家自身が整備している。政府の家畜衛生支援は５つの疾病に対す

るワクチンの無料供与だけである。人工授精については、2004年から選択的飼養範囲に

おけるプログラムと称する資金支援的支援を得て、牛飼養システムのなかで８か所の地

域拠点を設けてサービスを実施している。

2） 協力方法の検討

　家畜飼養支援について、有機質肥料の振興のなかで畜産技術研修を実施する方法があ

れば、同分野への支援を“in-country training”のなかで実施できると考える。前述のア

ドバイザー専門家にその実施を期待したい。

（4）農業普及と農家経営

1） 調査結果の要約

　農業省の管轄下には計10か所の普及ユニットがある。そのうち６か所は世界銀行の支

援で設置したもので、４か所は民間セクターのものである。加えて、全国54県に設置さ

れた地方出先機関で働く2,878人の職員も農民のサービスに携わっている。農業省は新

技術の研修と農業指導を担当する課を設置しているが、財政難から活動的ではない状況

である。NGO団体も普及活動を行っているが、その詳細情報はない。

　営農について、政府は直接的補助をしていない。金融については、世界銀行は1996年

から Rural Credit Unions という特別金融を設けており、全国に 125 か所の支所がある。

その他に民間銀行もあるので農家は金融機関を利用できる状況にあるが、現実には非常

に少数の農家しかこれら機関を利用できていない。農家の主たる金融は親類や友人から

の借金である。これら商業金融と金融への将来展望がない状況でも農民はなんとか生産

活動を継続している。

2） 協力方法の検討

　農業省の地方職員を“in-country training”のなかで研修して能力開発することで、農

業普及を強化することが考えられる。地方の職員はほとんどが技術者で、現地調査した

Maroneuli 郡では 1,400 戸の農家に対して 10 人の技術系職員がいるなど濃厚な配置と

なっているので、これら地方職員の能力開発は普及サービスを通じて営農強化に寄与す

ると考えられる。なお、全国的に農家１戸当たり何人の地方職員がいるかを推計してみ

た。地方にいる職員総数は2,878人である。人口約500万人中の約半分が農家で、１家

族当たり３～４人であるから、5,000,000÷２÷3.5＝ 714,285農家が存在することにな

る。よって714,285÷2,878＝248農家に１人の地方職員がいることになる。農業従事者

数では99万5,600人（2003年）であるから、995,600÷2,878＝346人に１人になる。地
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方職員でかなり濃厚なサービスができる員数の配置である。

（5）農村環境配慮

1） 調査結果の要約

　財政的制約により、政府は現在のところ化学肥料・農薬の環境への影響の減少及び農

業廃棄物の再利用のための対策と教育を何ら実施できていないのが現状である。

2） 協力方法の検討

　前述の“in-country training”を通じて環境配慮を促すことができると考える。また、

後述の食品検査室の改善が化学肥料・農薬の食品汚染を調査する能力強化になり、それ

により汚染の実態が具体的に示されれば、グルジア全体の環境意識の高揚を促すことに

なると思う。

（6）農業教育研究

1） 調査結果の要約

　農業関連の研究に関して、グルジアには２つのアカデミーが存在する。グルジア科学

アカデミーと農業アカデミーで、これらは農業省とは別に政府に直結している独立した

機関である。科学アカデミーは水管理・生態工学研究所など約50の研究所をもち、農業

アカデミーは土壌・ブドウとワイン・小麦などに関する18の研究所をもつ。これら研究

所への予算配分は少なく、視察した水管理・生態工学研究所は稼働している様子は全く

なく、研究誌も２年に１回しか発行できないそうである。

　遺伝資源に関しては、農業大学と農業省の調査・選択・管理セクションがこれら資源

の管理に当たっている。

　教育に関して、グルジアには教育省の下に計 14 のカレッジ（以下「農業高校」と称

す）と３農業大学がある。修業年限について、農業高校は中学卒業後の 15 歳から３年

間、大学は高校卒業後の 18歳から４年間である。毎年 14農業高校から約 1,000 人の卒

業生が、３農業大学から約4,000人の卒業生が生まれている。農業高校は、政府の予算

だけで運用されており学費からの収入はない。農業大学は、政府の予算と学費の両方の

収入がある。これら農業高校と農業大学は共に研究を行っており、雑誌等で研究・新技

術情報及び農業の現状を紹介している。これらは特別施設をもっていて、農民に対して

セミナーや研修を無料で行っている。英国とドイツがこれら農業高校と農業大学教師の

再教育コースを設けて支援している。

2） 協力方法の検討

　前述の“in-country training”は、これら研究所・農業高校・農業大学と連携して実施

することになろう。それらを通じてこれら機関に対しても何らかの支援ができるのでは

と考える。
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（7）輸出促進

1） 調査結果の要約

 輸出促進のためにグルジア政府には２つの機関がある。経済流通省下の“Improvement

of Expor”と民間セクターの輸出協会である。政府は茶輸出に対して特別のプログラム

と予算を設け、国際博覧会への出品などを支援している。制度的には、経済流通省が

“Center of Improvement of Export and Department of Foreign Trade”を設置して、輸出

産品の戦略と政策の策定を行っている。それら政策としては、生産物のなかで高い潜在

性をもつ分野の支援、貿易障害の除去などがある。輸出許認可については、“Chamber of

Trade Commerce and Industry”がワインを除くすべての輸出品の許認可を行っている。

ワインはワイン部が許認可を行っている。政府はインターネットによる情報収集も実施

しており、小規模業種の強化を図っている。加えて、NGOが国際市場・貿易規定などに

関する情報誌を発行している。

2） 協力方法の検討

　JICAのこれまでの協力実績では、輸出促進に対しては２つの方法がある。第一は生産

性の増加と品質向上への支援である。この方策は前述の「３－２－２（1）農業生産の拡

大と生産性向上」の支援のなかで支援できる。第二の支援方法は、政策及び活動計画を

提言するためのマスタープラン調査の実施である。グルジア政府は既に複数の輸出強化

策を実施していることから、マスタープラン調査がそれほど有用とは思えない。

３－２－３　安定した食糧供給

（1）調査結果の要約

　食糧供給・市場システムについては、大小の民間企業が生産物の配給を行っているのが

実態である。主たる市場はスーパーマーケットと地方市場である。農家は生産物を自ら地

方市場へ持ち込んで販売するか仲介業者へ販売するかの２つの方法がある。仲介業者は直

接農家を訪れて買い付ける。契約生産システムも存在しており、小麦・茶・ワイン用のブ

ドウが対象である。この契約生産システムは最近開始したばかりだそうである。現地調査

で訪問した800haの農地を経営する企業農家は契約生産して生産物を直接仲介業者へ販売

していたが、50haの農地を家族経営している農家は自ら近隣の小工場で加工して訪問する

仲介業者を待って販売していた。これら市場システムを改善する特別な法整備はまだ行わ

れてない。

　食糧の安定供給について、政府は緊急事態に対する方策を示す特別文書を作成した。

2003 年は小麦の不足があり、日本の 2KR 見返り資金で小麦の買い付けを実施した。輸入

産品の国内市場への影響回避については、世界貿易機関（WTO）の枠内で関税を操作する

のが唯一の対策である。

（2）協力方法の検討

　市場システムにに対してはマスタープラン調査による支援が唯一考えられる。マスター

プラン調査は市場開発のための政策提言を目的として実施される。しかし、前述の他の支

援に対するニーズに比較して、この支援へのニーズは低いと思われる。
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　食糧の安定供給について、“Food Products Expertise and Monitoring Service Division”

の研究機能強化がグルジア側から提言された。この研究施設はすべての農業生産物と加工

食品の安全と品質検査を実施しており、ほかに厚生省その他の機関でも食品検査部門があ

るが、他の機関には研究室がないために本研究室に持ち込まれて検査を実施している。す

なわち全国で唯一の食品安全検査施設である。しかし機器はいずれも 1988 年以前の機器

で、一部の機器は故障して使用できない。そのために精度の高い（国際水準の）検査がで

きない状況である。機器の更新費用は 5,000 万円ほどであり、以前であれば単独機材供与

事業、現在であれば小規模の技術協力プロジェクトで対応できる規模である。農産物及び

食品検査は食品の安全という人間の安全保障に大きく貢献する作業であり、また輸出品の

品質管理のためにも必要である。全国で唯一の施設が低水準の検査しかできない状況であ

るので、検査技師への技術移転と機材供与を組み合わせた小規模の技術協力プロジェクト

は、この国全体の食品の安全に大きく寄与すると考える。本件への対応は前述のアドバイ

ザー専門家によるか、緊急に対応可能な場合は専門家を企画調査員として派遣して機材と

技術支援内容を確認し、短期の技術協力プロジェクトとして実施してもよいと思う。

３－２－４　農村振興

（1）調査結果の要約

　現在グルジアでは獣医サービスを除くすべてを農業省の本省で中央集権的に管理してい

る。獣医について担当部は計54の県すべてに地方支所をもっているが、これらは地方政府

予算により支援されている。

　農家１戸当たりの年間平均収入は 500～ 600ドルである。農家には年金・海外からの就

労送金・季節労働者などの農外収入もある。道路などの地方農村の社会基盤は、悪い・貧

しい状況から何とか維持されている状況まであるが、総じて脆弱である。理由は財政難で

ある。農村の健康に関しては、健康管理省が救急システム・病院整備などを行っている。

農村環境問題もあり家庭状況の改善システムも不足しているが、財政的制約から特別な対

策ができない状況である。

（2）協力方法の検討

　JICAの協力で財政支援はできないことと、アゼルバイジャンと同様に域管理が中央集権

であり、地方に焦点を当てた協力においても中央を通じた協力になることから、協力方法

は前述の課題へ対応するなかで考察することとした。また、前述のアドバイザー専門家が

派遣されて“in-country training”などの支援を地方で展開するなかで詳細な状況が把握で

きれば、技術協力で対応できることが提言できるかもしれない。

３－３　協力方向の提言

３－３－１　技術協力ガイドライン案

　表－３に前述の検討結果をまとめる。これより短期的には農業アドバイザー専門家の派遣・

開発調査「参加型による持続的維持管理プログラム」の実施・食糧安全保障と輸出品質管理の

ための小規模検査機能強化プロジェクト（旧「単独機材供与」）の実施が提言できる。これら

のうち農業アドバイザー専門家の派遣については調査の前から副大臣より強い要望があり、ま
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た後述の報告会でも関係各部から熱望された。食糧安全保障と輸出品質管理のための小規模検

査機能強化についても、もともとは相手側から出た要望である。なお、開発調査「参加型によ

る持続的維持管理プログラム」については報告会に担当部の部長代理が出席したが、文章の修

正をコメントしただけで早期に退席したために直接の確認がとれなかった。しかし同部は、質

問状に対してかなりのデータを積極的に提出するなど本件への熱意は高い。

　中期的には、“in-country training”の実施と農業機械に係るマスタープラン調査をあげた。

“in-country training”は、アドバイザー専門家の下に地方職員と一部農家に対して複数のコー

スを運営・実施することが提言できる。農業機械に係るマスタープラン調査については、農家

の営農現状における 2KR を含めた農業機械・機器のあり方を検討し、2KR 以外の道を模索す

ることをめざすことが主題となろう。

　長期策は実現性をあまり期待できないが、状況次第で必要になると思われるので項目をあげ

た。
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策
を
何
ら
実
施
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
。

２
つ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
下
に
計
約
70
の
研
究
所
が
あ
る
が
財
政
難
か
ら
活
動
が
停
滞
し
て
い

る
。
全
国
14
農
業
高
校
と
３
大
学
が
あ
り
、
研
究
・
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
る
。
教
師
に
対

し
て
英
国
と
ド
イ
ツ
が
研
修
支
援
し
て
い
る
。

経
済
流
通
省
と
民
間
協
会
が
輸
出
促
進
し
て
い
る
。
輸
出
許
認
可
制
度
と
小
規
模
業
種
支
援
が

あ
る
。

食
糧
供
給
・
市
場
シ
ス
テ
ム
は
民
間
企
業
に
任
せ
て
お
り
、
政
府
は
緊
急
時
の
み
対
応
す
る
。

市
場
シ
ス
テ
ム
は
仲
介
業
者
と
地
方
市
場
が
あ
る
が
、 改
善
の
た
め
の
特
別
法
整
備
は
な
さ
れ

て
い
な
い
。

グ
ル
ジ
ア
の
農
業
は
獣
医
サ
ー
ビ
ス
を
除
き
中
央
集
権
で
、 地
方
の
管
理
は
農
業
省
が
直
接
的

に
実
施
し
て
い
る
。
地
方
の
社
会
基
盤
は
脆
弱
だ
が
財
政
的
問
題
か
ら
特
別
な
対
策
は
実
施
し

て
い
な
い
。

優
先
順
位

短
　
期

中
　
期

中
　
期

中
　
期

長
　
期

短
　
期

中
　
期

中
　
期

中
　
期

中
　
期

長
　
期

長
　
期

長
　
期

長
　
期

　 　 持 続 可 能 な 農 業 生 産２
．
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３－３－２　ガイドライン案に対する相手国側の意見

　本調査の報告会を 10 月 29 日午後４時から６時まで「EU and Donor Countries 課」の課長室

で開催した。参加者は以下の６名である。なお当日出席できなかった部署については、あらか

じめ配布したグルジア語の翻訳報告書を読んで賛意を表する旨が伝えられた。

①　Mr. Omar Maisuradze, Head of Relations with EU and Donor Countries

②　Mr. Kakha Mukhguhi, Staff of Relations with EU and Donor Countries

③　Mr. Papun Zgeuti, Division Head of Water Management of Department of Amelioration

Scheme Management

④　Mr. Korneli Darsavelidze, Deputy Division Head of Water Management of Department of

Amelioration Scheme Management

⑤　Mr. Omar Kacharava, Head of the Department of Food and Processing Industry

⑥　Mr. Tamazi Kunchulia, Head of the Financial Economical Department

　会議の最初で調査員から以下の３点を強調した。

①　今回の協力案は調査団の提案であり、グルジア側・大使館・JICA本部の合意がないと実

現しない。

②　今回の提案は大枠を示したので、具体的なプロジェクト形成には更に１段階もっと詳細

な調査が必要である。

③　ガイドライン案で様々の提案をしているが、特にアドバイザー専門家派遣・機材供与と

研修による参加型・持続的維持管理プログラムの開発調査・食糧保障と輸出品質管理のた

めの小規模技術協力については優先順位が高いと考える。

　その後討論に入った。その際にグルジア側からあげられたコメントと調査団の回答（→で示

す）を以下に示す。

①　アドバイザー専門家派遣は是非お願いしたい。

②　“in-country training”支援についても是非お願いしたい。

③　食糧安全保障と輸出品質管理のための小規模技術協力は食品の安全確保に非常に役立つ

ことを強調させていただきたい。

④　育苗圃の設置をお願いできないか。→グルジアは育苗技術についても十分な水準にある

ので育苗圃を設置する技術的不足はないと思うので、育苗圃を設置するだけでは資金協力

の範疇に入る。

⑤　食品加工への技術支援が必要だ。→技術水準が比較的高い貴国ゆえ、食品加工技術のな

かのどの部分の技術かを特定する必要がある。よって、この件はアドバイザー専門家が派

遣されたあとに同専門家と相談してほしい。短期専門家で対応できると思う。

⑥　文章の修正について、以下の要望があった。

a）「農業食糧省」とあるが旧名であって、現在は「農業省」という。確かに建物のプレー

トも名刺にもそのように記述されているが、2004 年９月ごろに変更になっている。

b）“On irrigation and drainage, total 261,000ha are necessary for rehabilitation.”(p.6)とあ

るが460,000haの誤りではないか。→質問状を点検すると回答。（質問状回答を世界銀行

の調査結果と照合した結果、“At present, total 261,000ha are necessary for rehabilitation
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of irrigation, and total 74,000ha are for that of drainage”と和文報告書を修正した。

460,000ha は将来的なリハビリテーションを含んだ面積と推定された。）

c） 灌漑排水関連の問題として“(1)too large scale irrigation facilities,”とあるが、むしろ

“deterioration of existing facilities”がふさわしい。→そのように修正する。

d）“MoAF provides a special division to recycle the wastes.”(p7)と農業省がリサイクル

課をもっている表現があるが、実在しない。→削除する。（なお、この和文報告書はこ

れら修正を終えたものである。）

３－４　今後の活動案

　優先順位を「短期」と最も高くした３項目の協力案について、今後の実施を想定して活動案を

述べる。なお、実施にあたっては JICA現地スタッフを通じて要請書案（英文）を送付するなど

の指導を行う必要がある。

（1）農業アドバイザー専門家

目的：グルジア開発計画実施に係る日本からの協力に対して助言を行う。

活動内容：

①　農業省職員の能力開発のための“in-country training programs”の企画・設計・実施・

管理に対し支援と助言を与える。

②　農業開発の実施を支援する日本からの協力に対し、助言・指導を行う。

③　農業開発に係る外国援助の調整に対して助言する。

期待される成果：

①　農業省職員の能力が向上する。

②　農業開発計画の実現が促進される。

派遣期間：２年間

（2）食品安全保障と輸出品質管理のための小規模検査機能強化プロジェクトの企画調査

目的：本プロジェクト実施のための技術移転内容と機器の更新品目の特定を行う。

活動内容：

①　本プロジェクト対象検査室が実施している検査内容を確認する。

②　職員の技術レベルと改善項目を確認し、短期専門家派遣若しくは日本への研修員受入

れによる技術研磨プログラム案を作成する。

③　検査機器の更新必要リストとそれぞれの仕様書を作成する。

期待される成果：

①　技術移転プログラムが作成される。

②　機器の更新計画が策定される。

出張期間：10 日間

（3）開発調査「参加型による持続的維持管理プログラム」の要請書内容

1） プロジェクトの概要

①　プロジェクト名：参加型による持続的維持管理プログラム Sustainable participatory
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operation and maintenance program in Georgia

②　対象地域：全域

③　実施機関：グルジア農業省　土地改良管理部（DASM）

④　プロジェクトの目的と対象者：目的は、灌漑排水の維持管理向上を目的として、農業

省土地改良管理部（DASM）を対象にした建設機械の利用計画と水利組合を対象とする

能力強化研修計画を作成する。

⑤　プロジェクトの開始適期：2004 年４月（雨が多い時期）

⑥　予想される資金のソース：世界銀行など

⑦　他の関係プロジェクト：世界銀行の Irrigation and Drainage Community Development

Project

2） Terms of Reference

①　プロジェクトの必要性：洪水については、約 5,000 ～ 7,000ha が毎年被害に遭ってい

る。約100か所の危険箇所が農業省管轄下にあるが、24か所しか管理できていない現状

である。灌漑排水については、現在 26万 1,000ha に係る灌漑施設と７万 4,000haに係る

排水施設にリハビリテーションが必要な状況である。それらの効率的改善には、対象地

域の絞り込みと建設機械の最小更新規模及び施設の末端を管理する水利組合の強化が必

須である。

②　目的：持続的維持管理プログラムと水利組合強化研修プログラムを策定する。

③　調査対象地域：灌漑排水施設の退化が顕著な地域

④　調査範囲：a）灌漑排水施設の維持管理の現状と評価を地域的に行い、地域的優先順位

をつける。b）建設機械の現状を調査し、更新機械リスト・新規整備機械リストとそれぞ

れの仕様書及び利用計画などの援助要請に必要な内容をもつ計画書を作成する。c）水利

組合の整備状況と活動内容・実態を調査し、その強化のための“in-country training

program”を作成する。

⑤　調査スケジュール：２年間

⑥　その他の情報：特になし
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第４章　大使館での報告とコメント

　11 月１日の午後３時から５時まで大使館で報告書（資料を除く）を示して、松山豊司 公使参

事官に対して報告した。同席したのは岡崎アドバイザー専門家だけである。

（1）大使館からの意見

・提案に対し特段言うこともないし、付け加えることもない。

・グルジアの案件があまり先行して動くとアゼルバイジャン側が意見を言うことが考えられ

るが、そのときは本調査員へのアゼルバイジャン側の対応から判断されたと説明する。

（2）岡崎専門家

・農業機械のマスタープラン調査の提案は、アゼルバイジャン側は望んでいるが実施には他

のドナー機関との調整が必要になろう。

・アゼルバイジャンへの提言が薄くて比較的具体性に欠ける面がある。

・アゼルバイジャンへは市場経済への志向を念頭に全般的なことに協力できればと考える。



付　属　資　料

１．質問状（アゼルバイジャン共和国）

２．質問状（グルジア）
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